
資料２-１
次期千葉県高齢者保健福祉計画　骨子案

基本指針の内容

基本目標Ⅰ　個性豊かに、健康で生き生きとした暮らしの実現 基本目標Ⅰ　個性豊かに、健康で生き生きとした暮らしの実現

基本施策１　生涯現役社会の実現に向けた環境整備の促進 基本施策１　生涯現役社会の実現に向け、社会参加・生きがいづくりを支援する環境の整備の促進

① 生涯現役社会に向けた意識の醸成と高齢者が役割を持って活躍する地域づくりの推進 ① 生涯現役社会に向けた意識の醸成と高齢者が役割を持って活躍する地域づくりの推進

② 高齢者が能力に応じて働き続けることができる環境づくりの推進 ② 高齢者が能力に応じて働き続けることができる環境づくりの推進

③ 生きがいづくりの支援 ③ 生きがいづくりの支援

基本施策２　健康な暮らしの実現に向けた高齢者の心身の機能の維持・向上の促進 基本施策２　健康寿命の延伸とともに健康な暮らしの実現に向けた高齢者の心身の機能の維持・向上の促進

① 高齢者の健康づくりや生活習慣病対策等の推進 ① 高齢者の健康づくりや生活習慣病対策等の推進

② 介護予防、自立支援及び重度化防止の推進 ② 自立支援、介護予防及び重度化防止の推進 第一　一　１自立支援、介護予防・重度化防止の推進
第三　二　３市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介
護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
第三　三　１（五）介護予防の推進
第一　一地域包括ケアシステムの基本的理念

基本施策１　地域包括ケアシステムの推進体制構築への支援 基本施策１　地域共生社会の実現を目指した、誰もが互いに見守り支え合う安全・安心な地域づくりの推進 第一　四　地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進

① 地域包括ケアシステムの推進に向けた県民の理解の促進 ① 地域での支え合い・見守りネットワークの整備促進 第三　一　９（二）公表と地域包括ケアシステムの普及啓発

② 地域の特性に応じた体制づくりを進める市町村への支援 ② 生活支援体制整備の促進 第一　一　４日常生活を支援する体制の整備
第三　三　１（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
第三　三　４介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項

③ 生涯を通じた福祉に関する教育・学習・ボランティア活動の促進

④ 安全・安心な生活環境の確保

⑤ 困難を抱える高齢者への支援 第一　一　５高齢者の住まいの安定的な確保
第一　八　高齢者虐待の防止等
第三　三　１（六）高齢者の居住安定に係る施策との連携

⑥ 災害等の緊急時における対応

基本施策２　医療・介護連携の推進と地域生活を支える介護・生活支援サービスの充実 基本施策２　医療・介護連携の推進と地域生活を支える介護サービスの充実

① 在宅医療の推進 ① 在宅医療の推進 第一　一　３在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
第一　一　５高齢者の住まいの安定的な確保
第一　三　医療計画との整合性の確保
第一　九　介護サービス情報の公表
第三　三　１（一）在宅医療・介護連携の推進
第三　三　４介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項
第三　三　７介護サービス情報の公表に関する事項

② 医療・介護サービスの連携強化と多職種協働の推進 ② 医療・介護サービスの連携強化と多職種協働の推進 第一　一　２介護給付等対象サービスの充実・強化
第一　一　３在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
第一　三　医療計画との整合性の確保
第三　三　１（一）在宅医療・介護連携の推進

③ 地域リハビリテーションの充実 ③ 地域リハビリテーションの充実 第三　二　３市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介
護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定

④ 介護サービスの整備・充実 ④ 介護サービスの整備・充実 第一　一　２介護給付等対象サービスの充実・強化
第一　一　５高齢者の住まいの安定的な確保

⑤ 介護サービスの質の確保・向上、給付の適正化 ⑤ 介護サービスの質の確保・向上、給付の適正化 第一　九　介護サービス情報の公表
第三　三　４介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項
第三　三　７介護サービス情報の公表に関する事項

⑥ 生活支援体制整備の促進 ⑥ 介護する家族への支援 第一　六　介護に取り組む家族等への支援の充実

⑦ 介護する家族への支援

基本施策３　高齢者が暮らしやすい住まい・まちづくりの推進 基本施策３　高齢者が暮らしやすい住まい・まちづくりの推進

① 多様な住まいのニーズへの対応 ① 生活のニーズにあった住まいの提供及び整備促進 第一　一　５高齢者の住まいの安定的な確保
第三　三　１（六）高齢者の居住安定に係る施策との連携
第一　一　５高齢者の住まいの安定的な確保
第三　三　１（六）高齢者の居住安定に係る施策との連携

② 自立や介護に配慮した住宅の整備促進 ② 施設サービス基盤等の整備促進 第三　三　１（六）高齢者の居住安定に係る施策との連携

③ 施設サービス基盤等の整備促進 ③ 自立や介護に配慮した安全・安心なまちづくりの
促進

④ 自立や介護に配慮した安全・安心なまちづくりの
促進

基本施策４　医療・福祉・介護人材の確保・定着に向けた取組の推進 基本施策４　地域包括ケアシステムを支える人材（保健・医療・福祉・介護）の確保・定着及び資質向上に向けた取組の推進 第一　五　地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上、業務効率化・質の向上に資する事業
第三　三３　地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する
事業に関する事項

① 保健・医療・福祉・介護に携わる人材の確保・養成 ① 人材の確保・養成

② 保健・医療・福祉・介護人材の資質の向上 ② 人材の資質の向上

③ 保健・医療・福祉・介護の職場への就労支援 ③ 人材定着の促進等

④ 保健・医療・福祉・介護の人材定着の促進等 ④ 労働環境・処遇改善の取組推進

⑤ 業務仕分け及び業務改善の取組推進

基本施策５　互いに見守り支え合う安全・安心な地域づくりの推進

① 地域での支え合い・見守りネットワークの整備促進

② 生涯を通じた福祉に関する教育・学習・ボランティア活動の促進

③ 安全・安心な生活環境の確保

④ 高齢者の権利擁護の推進

基本施策６　認知症の人やその家族などに対する総合的な支援の推進 基本施策５　認知症の人やその家族などに対する総合的な支援の推進 第一　七　認知症施策の推進
第三　三　５認知症施策の推進

① 認知症に対する正しい理解の普及・啓発とやさしいまちづくりの推進 ① 認知症に対する正しい理解の普及・啓発と認知症バリアフリーの推進

② 認知症予防の推進 ② 認知症予防の推進

③ 早期診断と適切な医療・介護連携体制の整備、多職種協働の推進 ③ 早期診断と適切な医療・介護連携体制の整備、多職種協働の推進

④ 認知症支援に携わる人材の養成 ④ 認知症支援に携わる人材の養成

⑤ 本人やその家族への支援 ⑤ 本人やその家族への支援と本人発信支援

⑥ 若年性認知症施策の推進 ⑥ 若年性認知症施策の推進

基本施策６　地域包括ケアシステムの推進に向けた取組支援 第一　二2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた目標

① 地域包括ケアシステム構築のための市町村支援

② 地域包括支援センターの機能強化

現行計画 次期計画（案）

基本目標Ⅱ　介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせる地域社会の構築
　　　　　　～地域包括ケアシステムの深化・推進～

基本目標Ⅱ　介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせる地域社会の構築
　　　　　　～地域共生社会の実現のための地域包括ケアの推進～

第一　四　地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進
第一　五　地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上、業務効率化・質の向上に資する事業
第一　十一　都道府県による市町村支援等
第三　一　４市町村への支援
第三　二　３市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介
護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
第三　三　１（四）地域ケア会議の推進
第三　三　４介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項

「環境」の具体例を表示

（基本指針より）

基本指針（改革の柱の

一つ）の内容を追加

基本指針の記載と整合

基本指針（改革の柱の一

つ）の内容を追加

基本指針（改革の柱の

一つ）の内容を追加
「生活支援」は地域づくりに関連するので本

施策に移動（基本指針の構成と一致）

従来の「権利擁護」

より支援対象を拡大

基本指針の

記載と整合

基本指針の記載と整合 基本指針の

記載と整合

基本指針の

記載と整合

基本指針（見直し

分）の内容を追加

基本指針（見直し

分）の内容を追加

基本指針（見直し

分）の内容を追加

基本指針（改革の柱の一つ）の記載と整合

従来の「体制づくり」の内容を地域

包括ケアシステム構築と明確化
基本指針の内容を踏まえ、センター

の機能強化を明確化

従来の「権利擁護」

とは別に項目建て


